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条約批准に向けて、国内法の整備を！


現行の国内法に

条約を合わせてようとしている

政府の仮訳を糾そう！

2006年12月13日、国連で採択された「障害者権利条約」は、２０カ国が批准をし、５月はじめに発効しまた。日本政府は2007年９月28日、批准することを約束する、署名をおこないました。

今後、政府は、批准に向け、国内法を見直し、必要な法整備をしなければなりません。それが行われないまま批准されても、条約は実行力を欠き、絵に描いた餅にすぎなくなります。
　しかし、署名に際し、現時点での政府の公式訳とも言える「仮訳」が発表されましたが、この仮訳が、あまりにも不正確、不適切なものでした。これはただ単に訳が不適切で済まされる問題ではなく、国内法と条約が矛盾・抵触するかどうか、どのように国内法を整備したらいいかに関わる重大な問題です。
国内法を条約に合わせて変えていくのではなく、国内法に合わせて条約を訳しているのです。

条約批准に向けて、なんら国内法を変えようとしない政府の姿勢の表れです。

政府の仮訳を糾し、条約の精神（思想）をいかした正しい訳で、国内法整備を求めていきましょう。


仮訳は教育二十四条のところだけ「包容」と訳しています。インクルーシブは包摂、受容という意味ですが、これは権利条約が新しく障害者の権利として認めたものであり、一般原則においては「社会に受け入れられること」と訳されています。これに基づき、自立した生活及び地域に受け入れられること（十九条）、リハビリテーション（二十六条）、労働（二十七条）のいずれにおいても「社会に受け入れられる」と訳しています。この訳自体も受身として表現されていて、障害者の主体性が曖昧にされていて問題ではあるのですが、それでも「包容」よりはまだ権利としての内容が明らかです。

にもかかわらず、教育のところだけ、「障害者を包容する教育制度」「包容された初等・中等教育」と訳し、殊更に意味不明なものにしようとの意図があるのではないかと勘ぐらざるを得ません。せめて、ここも他の条文の訳と同じように、「障害者を社会に受け入れ（られ）た教育制度」「社会＝クラスの一員として受け入れ（られ）た初等・中等教育」と素直に訳すべきです。「包容する教育制度」では何を保障しているのか余りにも曖昧です。

仮訳はこれを「完全な包容」と訳しています。もともとフルインクルーシブは一つの単語であって、同じ教室・場を現しています。ですから、個別支援措置をとる場合であっても、また、違う教室・場での教育にあっても、同じ教室・場での教育が目標とされなければならない、ということです。「完全な包容」では何を目標としているのか曖昧です。よこれも、「障害者を社会＝クラスの一員として完全に受け入れた」と訳すべきです。


条約は明らかに、the general education systemと表現しています。これは一般教育制度としか訳しようがないはずです。これは定冠詞としてtheをつけているのであり、固有のものをさしているのであるから、一般教育制度という一つの名詞として訳すべきです。にもかかわらず、仮訳は「教育制度一般」と、あたかも教育制度の全体をさすかのごとく「一般」を教育制度の後につけ、特定された教育制度であることを否定しています。これは、従来、一般教育は普通教育をさすものであったことから、これを曖昧もしくは隠すために意図的に誤訳されているのです。文言どおりに一般教育制度と訳すべきです。

アクセスも、教育二十四条のところだけ、「初等・中等教育にアクセスすることができる」を「初等・中等教育の機会を与えられる」と訳しています。アクセスとは、利用、参加、接続ですが、仮訳は条約の随所に出てくるアクセスについて、アクセスする対象に応じ「利用すること」〔十三条（司法）、二十八条（相当な生活水準及び社会的な保障等）〕、「享受すること」〔二十三条（家庭及び家族の尊重）〕と訳しています。「教育の利用・参加」では日本語訳として違和感があるのなら、二十三条にならい「享受することができる」でもいいし、端的に「就学できる」でもいいのではないでしょうか。
アクセスとは対象に対し能動的な権利であり、「与えられる」などと受動的な意味はなく、ましてや「機会」の問題ではないはずです。機会を保障するときは、例えば二十七条「労働によって生計を立てる機会を有する権利」のようにopportunityの語を用いています。この場合は、労働で生計を立てることまでは保障できないが、その機会は保障するということです。これとの比較においても、「初等・中等教育の機会が与えられる」ということは、享受することまでは保障できないが機会は保障する、ということであり、原文の趣旨を後退させています。
　こんな訳では、

国内法は、何ら変わらず、

分離別学体制は変わりません！

おかしな訳その１　インクルーシブ





パート３





おかしな訳その２　フルインクルーシブ





おかしな訳その３　一般教育制度





おかしな訳その４　アクセス








障害者権利条約批准・インクルージョン教育推進ネットワーク：
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